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山
蔭
中
納
言
と
天
の
羽
衣

　
　

山
岡
敬
和

　
　
　

一
、
は
じ
め
に

　

私
は
先
の
論
考
に
お
い
て
産
女
や
橋
姫
を
取
り
上
げ
た（

（
（

。
赤
ん
坊
を
抱

か
せ
て
強
力
を
男
に
授
け
る
産
女
。
宇
治
川
に
浸
っ
て
鬼
へ
と
変
身
し
、

憎
む
相
手
を
殺
し
続
け
た
橋
姫
。
彼
女
達
が
水
の
世
界
に
関
わ
る
女
性
、

特
に
垂
仁
天
皇
に
「
み
づ
の
小
佩
」
を
堅
く
結
ん
だ
と
さ
れ
る
、
后
サ
ホ

ヒ
メ
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
、次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　
　

�

す
な
わ
ち
彼
女
達
は
水
の
神
の
有
す
る
力
、
そ
れ
は
稲
作
の
豊
穣
を

招
来
す
る
力
で
あ
り
、
穀
物
王
と
し
て
の
天
皇
に
と
っ
て
最
も
必
要

不
可
欠
な
力
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
力
を
天
皇
に
授
け
、
水
の
世
界
へ

と
帰
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
皇
は
そ
の
力
を
得
る
こ
と

に
よ
っ
て
現
人
神
と
な
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
豪
雨
や
旱
魃
を
も
た

ら
す
水
の
神
そ
の
も
の
に
対
抗
す
る
力
の
所
有
者
と
な
る
た
め
に
、

二
柱
の
神
の
間
で
彼
女
達
は
引
き
裂
か
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
述
べ
た
彼
女
達
の
果
し
た
役
割

は
史
実
に
確
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
中
世
の
説
話
か
ら

帰
納
さ
れ
た
姿
で
あ
り
、
始
原
の
王
の
在
り
様
へ
の
幻
想
に
過
ぎ
な
い
。
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だ
が
こ
こ
で
一
人
の
男
性
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
り
、
水
の
神
の
力

を
天
皇
へ
と
授
け
る
痕
跡
を
現
実
世
界
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
山
蔭
中
納
言
と
呼
ば
れ
た
、藤
原
山
蔭
で
あ
る
。と
い
う
の
も
、

彼
の
名
が
大
嘗
祭
の
一
場
面
、
廻
立
殿
で
の
沐
浴
の
神
事
に
お
い
て
、「
御

湯
殿
に
奉
仕
す
る
と
こ
ろ
の
人
、
殿
上
四
位
一
人
、
六
位
一
人
並
び
に
山

蔭
卿
子
孫
の
人
に
触
る
る
こ
と（

（
（

（『
江
家
次
第
』
一
一
一
一
年
ま
で
に
成
立
か
）」

と
し
て
登
場
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
『
江
（
家
）
次
第
抄
』（
一

条
兼
良
著
）
は
、
六
月
に
行
わ
れ
る
神
今
食
の
説
明
と
し
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

或
抄
に
曰
は
く
、「
御
浴
に
供
奉
の
蔵
人
、
山
蔭
中
納
言
の
子
孫
を

用
ふ
べ
し
。
若
し
其
の
人
無
く
ん
ば
、
則
ち
外
戚
の
人
之
を
得
て
、

頭
並
び
に
五
位
蔵
人
、
皆
彼
の
中
納
言
の
苗び
ょ
う
え
い裔
を
用
ふ
べ
し
。
御

湯
の
役
人
、
表
衣
下
襲
等
を
脱
ぎ
明あ
か
は
と
り衣

を
著
す
。
主し

ゅ

上じ
ょ
う、

御
天
の

羽
衣
（
御
湯ゆ

帷
か
た
び
ら

也
、
縫
殿
寮
献
る
所
）
を
著
し
、
御
槽
に
下
る
。
先
づ

御
湯
を
以
て
、
神
殿
の
方
に
向
か
ひ
、
七
度
之
を
灑そ
そ

ぐ
。
次
に

三（

不

明

（

杓
令
御
、
即
ち
槽
中
に
於
て
羽
衣
を
脱
ぎ
、
更
に
内
蔵
寮
献
る
所

の
御
湯
帷
を
著
し
、
自
ら
槽
よ
り
登
り
給
ふ（

（
（

。

　

こ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
「
或
抄
」
に
当
た
る
と
さ
れ
る
『
建
武
年
中
行

事
』（
一
三
三
五
年
前
後
成
立
か
）
で
も
、

　
　

�

山
蔭
の
中
納
言
の
子
孫
な
る
蔵
人
、
御
湯
の
事
を
つ
か
う
ま
つ
る
な

り
。
そ
の
人
な
け
れ
ば
、
外
戚
に
も
末
な
る
又
得
た
り
。
頭
も
し
は

五
位
の
蔵
人
の
中
、
こ
れ
も
山
蔭
の
末
、
御
湯
殿
に
参
る（

（
（

。

と
し
て
、湯
殿
に
お
け
る
天
皇
沐
浴
に
際
し
て
、「
山
蔭
の
中
納
言
の
子
孫
」

が
「
御
湯
殿
人
」
と
し
て
供
奉
す
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

山
蔭
自
身
は
天
長
元
（
八
二
四
）
年
に
生
ま
れ
、
貞
観
十
七
（
八
七
五
）

年
蔵
人
頭
、
元
慶
五
（
八
八
一
）
年
に
左
大
弁
と
播
磨
権
守
を
兼
ね
、
仁

和
二（
八
八
六
）年
に
中
納
言
、そ
し
て
そ
の
二
年
後
に
六
五
歳
で
亡
く
な
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
の
子
孫
が
「
御
湯
殿
の
儀
」
に
供
奉
し
始
め
た

の
は
、
平
安
時
代
中
期
九
〇
〇
年
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
わ

ざ
わ
ざ
「
子
孫
」
と
断
っ
て
い
る
の
で
、
時
代
は
さ
ら
に
下
る
可
能
性
が

高
い
だ
ろ
う
。
古
代
に
は
な
か
っ
た
、
こ
の
新
た
な
条
件
を
付
与
し
た
の

は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

山
蔭
の
子
孫
達
の
簡
単
な
系
図
を
次
に
掲
げ
よ
う
。
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高
房
―
―
山
蔭
―
―
有
頼

　
　
　
　
　
　
　
　

―
公
利

　
　
　
　
　
　
　
　

―
遂
長

　
　
　
　
　
　
　
　

―
言
行

　
　
　
　
　
　
　
　

―
兼
三

　
　
　
　
　
　
　
　

―
中
正
―
―
時
姫
―
―
詮
子

　
　
　
　
　
　
　
　

―
如
無
―
―
在
衡

　
　
　
　
　
　
　
　

―
女
子

　

こ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
や
は
り
六
男
中
正
の
娘
時
姫
が
、
藤
原
兼

家
と
の
間
に
詮
子
を
生
み
、
彼
女
が
円
融
天
皇
の
后
、
一
条
天
皇
の
母
と

な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
大
鏡
』
は
山
蔭
が
創
建
し
た
吉
田
神
社
に
関

し
て
、
次
の
よ
う
な
逸
話
を
載
せ
て
い
る
。

　
　

�

こ
の
吉
田
明
神
は
、
山
蔭
中
納
言
の
ふ
り
た
て
ま
つ
り
給
へ
る
ぞ
か

し
。
御
ま
つ
り
の
日
、
四
月
下
の
子
・
十
一
月
下
の
申
の
日
と
定
め

て
、「
わ
が
御
族
に
帝
・
后
の
宮
立
ち
給
ふ
も
の
な
ら
ば
、
公
祭
に

な
さ
ん
」
と
誓
ひ
た
て
ま
つ
り
給
へ
れ
ば
、
一
条
院
の
御
時
よ
り
、

公
祭
に
は
な
り
た
る
な
り（

5
（

。

ま
る
で
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
明
石
の
入
道
を
思
わ
せ
る
話
だ
が
、

山
蔭
が
没
し
て
か
ら
百
年
後
の
一
条
天
皇
即
位
と
と
も
に
、
吉
田
神
社
に

お
い
て
官
祭
が
斎
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
実
を
基
に
語
ら
れ
て
お

り
、
山
蔭
の
曽
孫
皇
太
后
宮
詮
子
―
―
玄
孫
一
条
天
皇
の
御
世
に
お
い
て

山
蔭
一
族
が
政
治
的
力
や
優
遇
を
得
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う（

（
（

。
だ
が
そ
れ

だ
け
で
は
彼
ら
が
国
家
祭
祀
に
お
け
る
沐
浴
の
秘
儀
に
限
定
し
て
奉
仕
す

る
理
由
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

と
い
う
の
は
、寛
治
元
（
一
〇
八
七
）
年
堀
川
天
皇
の
大
嘗
祭
に
際
し
て
、

『
中
右
記
』
著
者
藤
原
宗
忠
は
、
山
蔭
中
納
言
か
ら
五
代
末
に
当
た
る
「
藤

原
盛
房
」
が
着
任
早
々
供
奉
す
る
こ
と
に
触
れ
て
、「
是
、
山
蔭
中
納
言

の
子
孫
に
触
る
る
の
人
、此
の
事
に
勤
仕
す
る
云
々
。若
し
是
何
の
故
か
、

之
尋
ね
知
る
べ
し（

7
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
着

任
理
由
が
不
明
な
ま
ま
、
沐
浴
供
奉
の
勤
め
だ
け
が
定
着
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
政
治
的
状
況
と
は
全
く
異
な
る

方
向
か
ら
、
こ
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
た
い
、
と
考
え
る
。

　
　
　

二
、
大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
・
神
今
食

　

山
蔭
の
子
孫
が
携
わ
る
の
が
大
嘗
祭
あ
る
い
は
新
嘗
祭
、
そ
し
て
神
今

食
に
際
し
て
の
沐
浴
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
先
ず
こ
の
三
祭
に
つ
い

て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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先
ず
大
嘗
祭
と
新
嘗
祭
に
つ
い
て
は
、『
代
始
和
抄
』（
一
条
兼
良
著
）が
、

　
　

�

大
嘗
会
は
一
代
一
度
の
大
神
事
な
り
。
令
書
に
は
お
ほ
む
べ
と
訓
ぜ

り
。
毎
年
に
行
は
る
ゝ
を
ば
、
是
を
新
嘗
会
と
い
ふ
。
新
嘗
の
二
字
、

日
本
紀
に
は
に
ゐ
な
め
と
よ
め
り
。
嘗
は
な
む
る
也
。
新
穀
を
な
め

ん
と
し
て
ま
づ
神
祇
に
こ
れ
を
供
ず
る
を
嘗
の
祭
と
い
ふ（

8
（

。

と
説
明
し
て
い
る
通
り
、
毎
年
新
穀
を
神
に
供
す
る
と
と
も
に
、
天
皇
自

ら
も
食
す
る
の
が
新
嘗
祭
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
天
皇
が
即
位
し
た
際

に
だ
け
行
わ
れ
る
新
嘗
祭
が
大
嘗
祭
で
あ
り
、
そ
れ
を
斎
行
す
る
に
当

た
っ
て
は
大
嘗
宮
と
し
て
悠
紀
殿
・
主
基
殿
が
新
た
に
設
け
ら
れ
、
豊
明

節
会
に
至
る
ま
で
四
日
間
に
渡
っ
て
国
家
祭
祀
と
し
て
催
さ
れ
る
一
大
神

事
で
あ
る
。
両
祭
の
起
源
に
関
し
て
は
、
折
口
信
夫
が
、

　
　

�

古
代
で
は
す
べ
て
、
大
嘗
で
あ
つ
て
、
新
嘗
・
大
嘗
の
区
別
は
、
無

か
つ
た
の
で
あ
る
。
何
故
か
と
言
ふ
と
、
毎
年
宮
中
で
行
は
れ
る
事

は
、
尠
く
と
も
御
代
初
め
に
、
行
は
れ
る
事
の
繰
り
返
し
に
過
ぎ
な

い
、
と
い
ふ
古
代
の
信
仰
か
ら
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る（

9
（

。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
天
皇
即
位
に
際
し
て
の
践
祚
大
嘗
祭
が
そ
も
そ

も
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
新
嘗
祭
と
神
今
食
に
つ
い
て
は
、『
寛
平
御
遺
誡
』
が
「
新
嘗
祭
、

神
今
食
、
幷
九
月
伊
勢
御
幣
使
日
、
必
八
省
・
中
院
に
幸
し
、
以
て
其
の

儀
を
行
ふ
べ
し（
（1
（

」
と
す
る
よ
う
に
、
ど
ち
ら
も
天
皇
自
ら
中
和
院
神
嘉
殿

に
赴
い
て
夜
半
に
催
さ
れ
る
祭
祀
で
あ
る
と
と
も
に
、「
今
夜
新
嘗
の
祭

な
り
。
神
今
食
に
お
な
じ
。
平
手
の
数
十
二
な
り
。
そ
の
外
か
は
ら
ず
」

（『
建
武
年
中
行
事
』）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
旧
穀
・
新
穀
と
神
酒

の
有
無
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
夏
冬
半
期
ご
と
に
半
数
ず
つ
の
神
饌
が

神
に
供
さ
れ
る
神
今
食
に
対
し
て
、
新
嘗
祭
は
秋
に
一
度
に
供
さ
れ
る
だ

け
で
、
そ
の
祭
式
構
造
は
同
じ
と
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
に

付
帯
・
連
続
す
る
祭
儀
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
み
た
と
き
は
、
小
松

薫
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
新
嘗
祭
は
「
律
令
国
家
の
統
治
者
天
皇
が
官

人
を
率
い
、
親
し
く
斎
行
す
る
国
家
的
収
穫
祭
と
も
い
う
べ
き
祭
祀
」
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
神
今
食
は
「
天
皇
家
の
祖
霊
祭
」
で
あ
り
、
そ
の
意

義
は
異
な
る（
（（
（

。
だ
が
、
こ
こ
で
は
山
蔭
中
納
言
の
子
孫
が
沐
浴
に
関
わ
る

こ
と
を
問
題
と
す
る
の
で
、
両
祭
の
意
義
・
目
的
の
違
い
は
問
わ
な
い
も

の
と
す
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
三
祭
は
大
嘗
祭
を
始
原
と
し
て
同
一
の
構
造
、

及
び
《
神
饌
を
神
に
親
供
す
る
と
と
も
に
、
天
皇
自
ら
も
食
す
る
》
と
い

う
同
一
の
目
的
で
行
わ
れ
る
祭
祀
で
あ
っ
た
。
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で
は
、
神
饌
を
供
さ
れ
る
祭
神
は
い
ず
れ
の
神
で
あ
ろ
う
か
。

　

中
世
の
資
料
で
あ
る
『
代
始
和
抄
』
は
「
天
照
お
ほ
ん
神
を
お
ろ
し
奉

り
て
」
と
し
て
天
照
大
神
と
す
る
。
岡
田
莊
司
も
天
皇
の
着
座
の
方
向
か

ら
「
必
ず
や
伊
勢
に
坐
す
皇
祖
神
天
照
大
神
を
祭
神
と
考
え
て
い
た
も
の

と
い
え
る
」
と
し
た
上
で
、
天
武
天
皇
の
事
績
を
も
と
に
「
大
嘗
祭
成
立

期
か
ら
、
祭
神
は
一
貫
し
て
天
照
大
神
で
あ
っ
た
と
断
定
し
て
よ
い
だ
ろ

う
」
と
主
張
す
る（
（1
（

。
そ
れ
に
対
し
て
森
田
悌
は
、「
奉
拝
」
と
「
奉
迎
」

は
異
な
る
と
し
て
、「
稲
の
育
成
や
豊
穣
に
力
の
あ
っ
た
稲
魂
の
如
き
神

霊
で
あ
っ
た
」
と
す
る（
（1
（

。
確
か
に
、
大
嘗
宮
に
設
け
ら
れ
る
神
座
（
寝
座
）

に
置
か
れ
る
「
御
沓
」
の
存
在
は
、《
歩
く
神
》
の
姿
を
と
ど
め
、
た
と

え
ば
筑
波
山
を
訪
れ
る
「
神み
お
や祖

の
尊み
こ
と

」（『
常
陸
国
風
土
記
』）
の
よ
う
な
、

異
人
歓
待
譚
に
登
場
す
る
《
訪
れ
来
る
神
》
の
姿
を
彷
彿
さ
せ
る
。
そ
の

た
め
か
、
山
蔭
中
納
言
の
子
孫
が
沐
浴
に
供
奉
し
た
平
安
時
代
中
期
に
お

い
て
、
祭
神
を
天
照
大
神
と
明
記
す
る
記
録
は
な
い
。
だ
が
一
方
で
、『
代

始
和
抄
』
を
初
め
と
す
る
中
世
の
資
料
が
天
照
大
神
を
祭
神
と
し
て
い
る

点
を
鑑
み
て
、
こ
の
論
で
は
天
照
大
神
を
祭
神
と
し
て
以
下
考
察
し
て
い

く
こ
と
と
し
、
そ
の
妥
当
性
を
検
証
し
て
み
た
い
。

　
　
　

三
、
天
の
羽
衣

　

そ
こ
で
山
蔭
の
子
孫
が
天
皇
の
沐
浴
に
供
奉
す
る
様
子
を
、
最
も
詳
細

な
『
江
記　
天
仁
元
（
一
一
〇
八
）
年
大
嘗
会
記
』
に
よ
り
も
う
一
度
確
認
し

て
み
よ
う
。

　
　

�

時
刻
、
主
殿
寮
、
御
湯
を
供
し
、
先
ず
下
に
水
を
取
り
、
次
に
御
湯

七
度
入
れ
る
。
次
に
御
湯
殿
人
顕
隆
右
手
を
以
て
御
湯
を
合
わ
せ
、

神
殿
の
方
に
向
ひ
御
湯
を
七
度
攪か

き
遣や

る
。
次
に
盖ふ
た

を
張
る
。
次
に

御
湯
之
を
取
る
由
を
奏
す
。
主
上
渡
御
す
。
次
に
盖
を
撤の
ぞ

き
、
主
上
、

御
帷
を
着
な
が
ら
、
御
槽
に
下
ら
し
め
給
ふ
。（
中
略
）
次
に
御
背

を
三
度
摩
で
奉
り
、
次
に
御
帷
を
槽
中
に
於
い
て
脱
ぎ
捨
て
、
他
の

御
帷
を
着
て
拭
ひ
御
す
。
次
に
御
河
薬
を
供
す（
（1
（

。

　

こ
こ
で
湯
殿
人
を
勤
め
て
い
る
藤
原
顕
隆
は
、
六
代
前
の
先
祖
に
当
た

る
朝
頼
の
母
が
山
蔭
中
納
言
の
娘
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
山
蔭
中
納
言
の
子

孫
」
と
し
て
供
奉
し
て
、
湯
帷
子
を
着
た
ま
ま
入
浴
し
た
天
皇
の
背
中
を

三
度
撫
で
て
い
る
。

　

こ
の
顕
隆
の
行
為
を
理
解
す
る
前
提
と
し
て
、
天
皇
が
沐
浴
す
る
意
味
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を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
神
事
を
前
に
沐
浴
潔
斎
す
る
の
は
通
常
の
行

為
で
あ
る
が
、「
天
の
羽
衣
」
と
呼
ば
れ
る
湯
帷
子
を
着
た
ま
ま
沐
浴
し
、

そ
し
て
湯
の
中
で
そ
れ
を
脱
ぎ
、
ま
た
身
に
着
け
る
行
為
が
問
題
と
な
る

だ
ろ
う
。
湯
帷
子
と
し
て
天
の
羽
衣
と
い
う
名
称
が
初
出
す
る
の
は
『
西

宮
記
』（
九
八
四
年
ま
で
に
成
立
か
）
で
あ
り
、古
式
を
伝
え
る『
儀
式
（
貞
観
）』

（
八
七
三
～
七
年
成
立
か
）
や
『
延
喜
式
』（
九
二
七
年
成
立
）
は
沐
浴
の
詳
し
い

内
容
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
大
嘗
祭
の
い
つ
の
段
階
か
ら

こ
の
帷
子
の
名
が
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
だ
が
山
蔭
中
納

言
の
子
孫
が
供
奉
し
た
時
代
に
は
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
こ
の

名
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る（
（1
（

。

　

で
は
天
の
羽
衣
と
は
何
か
。
高
取
正
男
が
、「
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
と

つ
け
た
も
の
が
聖
性
を
獲
得
す
る
浄
衣
で
あ
り
、
聖
な
る
戒
衣
、
忌
衣
と

い
う
べ
き
も
の（
（1
（

」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
特
別
の
意
味
を
持
つ
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
天
の
羽
衣
が
実
際
に
登
場
し
て
い

る
他
の
例
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
「
天
の
羽
衣
」
と
い
う
正
式
名
称
に
限
る
と
、『
伊
勢
物
語
』
な

ど
で
歌
の
中
に
登
場
し
て
い
る（
（1
（

も
の
の
、
実
際
に
天
の
羽
衣
を
身
に
着
け

て
い
る
の
は
『
竹
取
物
語
』
の
主
人
公
か
ぐ
や
姫
と
、『
帝
王
編
年
記
（
元

正
天
皇
養
老
七
年
）』
が
伝
え
る
「
伊
香
小
江
」
の
天
女
だ
け
で
あ
る
。

　

ま
ず
か
ぐ
や
姫
は
、
別
れ
の
文
を
天
皇
へ
と
送
っ
た
後
、

　
　

�

ふ
と
天
の
羽
衣
う
ち
着
せ
た
て
ま
つ
り
つ
れ
ば
、翁
を
、い
と
ほ
し
、

か
な
し
と
思
し
つ
る
こ
と
も
失
せ
ぬ
。
こ
の
衣
着
つ
る
人
は
、
物
思

ひ
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、車
に
乗
り
て
、百
人
ば
か
り
天
人
具
し
て
、

の
ぼ
り
ぬ
。

と
、
天
の
羽
衣
を
着
る
こ
と
で
「
月
の
都
の
人
」
と
な
っ
て
月
へ
と
帰
っ

て
い
く（
（1
（

。

　

一
方
「
伊
香
小
江
」
で
は
「
天
の
八
女
、
俱
に
白
鳥
と
為
り
て
」、
天

よ
り
「
江
の
南
の
津
」
に
降
り
、「
神
人
」
の
姿
で
水
浴
び
を
し
て
い
る

と
き
に
、
天
の
羽
衣
を
盗
み
取
ら
れ
た
た
め
に
飛
翔
で
き
ず
、
盗
ん
だ
男

と
結
婚
し
て
子
供
を
設
け
る
も
の
の
、「
天
の
羽
衣
を
捜
し
取
り
、
着
て

天
に
昇
」
っ
て
い
く（
（1
（

。
こ
の
話
は
昔
話
の
天
人
女
房
譚
の
前
半
部
と
同
じ

で
あ
り
、
天
の
羽
衣
は
白
鳥
へ
と
変
身
す
る
た
め
の
衣
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
天
人
女
房
譚
で
あ
る
三
保
の
松
原
の
話
（『
本
朝
神

社
考
』
巻
五
）
で
は
、「
昔
神
女
有
り
、
天
よ
り
降
り
来
て
、
羽
衣
を
松
の

枝
に
曝
す
」
と
「
羽
衣
」
と
だ
け
呼
ば
れ
て
、
鳥
へ
の
変
身
は
語
ら
れ
な

い（
11
（

。

　

さ
ら
に
「
衣
と
裳
」
と
表
現
さ
れ
る
の
が
、
奈
具
社
の
祭
神
豊
宇
加
能

売
の
縁
起
譚
（『
丹
後
国
風
土
記
逸
文
』）
で
あ
る（
1（
（

。
こ
の
話
で
は
「
衣
と
裳
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あ
る
は
皆
天
に
飛
び
上
が
り
」
と
あ
っ
て
、
衣
と
裳
そ
の
も
の
に
飛
翔
能

力
が
あ
る
か
の
よ
う
な
語
り
方
で
あ
る
。
こ
の
「
衣
と
裳
」
と
い
う
こ
と

で
は
、
父
の
も
と
へ
と
昇
天
し
た
「
天
神
御
子
（
別
雷
神
）」
を
恋
慕
う
母

の
玉
依
姫
の
夢
に
、「
各
々
吾
に
逢
は
ん
と
せ
ば
、
天
の
羽
衣
・
天
の
羽

裳
を
造
り
、
火
を
炬
き
鉾
を
祭
り
之
を
待
て（
11
（

」（『
年
中
行
事
秘
抄
』
賀
茂
大
神

の
条
）
と
あ
り
、
伴
信
友
は
「
羽
衣
・
羽
裳
を
天
上
に
て
着
具
へ
て
降
り

給
は
む
事（
11
（

」
と
説
明
す
る
。
し
た
が
っ
て
奈
具
社
の
天
女
が
着
る
「
衣
と

裳
」
も
、「
天
の
羽
衣
」
の
一
形
態
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
こ
れ
ら
の
話
か
ら
わ
か
る
の
は
、「
天
の
羽
衣
」
と
明
示
さ
れ
た

場
合
は
変
身
機
能
を
示
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
―
―
「
羽
衣
」・「
衣
」
の

時
は
直
接
の
飛
翔
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
先
ず
、天
の
羽
衣
に
よ
る
変
身
を
説
く
の
は
折
口
信
夫
で
あ
る
。

折
口
は
「
水
の
女
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る（
11
（

。

　
　

�

天
の
羽
衣
や
、
み
づ
の
を
ひ
も
は
、
湯
・
河
に
入
る
為
に
つ
け
易
へ

る
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
湯
水
の
中
で
も
、
纏
う
た
ま
ゝ
這
入
る
風

が
固
定
し
て
、
湯
に
入
る
時
に
つ
け
易
へ
る
事
に
な
っ
た
。
近
代
民

間
の
湯
具
も
、
此
で
あ
る
。
其
処
に
水
の
女
が
現
れ
て
、
お
の
れ
の

み
知
る
結
び
目
を
と
き
ほ
ぐ
し
て
、
長
い
物
忌
み
か
ら
解
放
す
る
の

で
あ
る
。
即
此
と
同
時
に
神
と
し
て
の
自
在
な
資
格
を
得
る
事
に
な

る
（
傍
線
部
は
元
の
ま
ま
）。

つ
ま
り
、
天
皇
は
天
の
羽
衣
を
着
て
沐
浴
し
、「
水
の
女
」
が
そ
れ
を
脱

が
す
こ
と
で
、
天
皇
は
物
忌
み
か
ら
解
放
さ
れ
て
神
の
資
格
を
得
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
長
い
物
忌
み
」
と
い
う
の
は
、「
大
嘗
祭
の
本
義
」

に
お
い
て
、

　
　

�

天
子
様
と
為
る
た
め
の
資
格
を
完
成
す
る
に
は
、
外
の
日
に
身
体
を

さ
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
先
帝
が
崩
御
な
さ
れ
て
、
次
帝
が
天
子
と

し
て
の
資
格
を
得
る
為
に
は
、
此
物
忌
み
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ（
11
（

。

と
説
明
さ
れ
る
、大
嘗
宮
の
神
座
（
寝
座
）
に
お
い
て「
真
床
襲
衾
」を
被
っ

て
行
わ
れ
る
秘
儀
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
真
床
襲
衾
」
を
「
取
り
除

い
た
時
に
、
完
全
な
天
子
様
と
な
る
」
と
し
て
、
そ
れ
が
「
水
の
女
」
の

論
で
の
「
即
此
と
同
時
に
神
と
し
て
の
自
在
な
資
格
を
得
る
事
に
な
る
」

に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

つ
ま
り
折
口
は
「
神
女
の
手
で
、
天
の
羽
衣
を
著
せ
、
脱
が
せ
ら
れ
る

神
が
あ
つ
た
」
と
し
て
、
天
の
羽
衣
の
着
脱
を
通
し
て
天
皇
は
「
完
全
な

天
子
様
」に
な
る
と
す
る
の
で
あ
る
。そ
れ
は
山
折
哲
雄
も
同
じ
で
あ
り
、

「
衣
替
え
に
よ
る
神
へ
の
変
身
を
、
御
湯
殿
で
お
こ
な
う
の
で
あ
る（
11
（

」
と
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す
る
。

　

た
だ
し
折
口
の
説
に
よ
れ
ば
、
廻
立
殿
で
の
沐
浴
は
大
嘗
宮
で
の
本
祭

の
前
の
潔
斎
で
は
な
く
、
大
嘗
宮
に
お
け
る
「
真
床
襲
衾
」
の
秘
儀
の
後

に
行
わ
れ
る
、
最
も
肝
要
な
儀
式
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
折
口

は
、

　
　

�

大
嘗
祭
の
時
に
は
、
廻
立
殿
を
お
建
て
に
な
る
が
、
恐
ら
く
此
が
、

天
子
様
の
御
物
忌
み
の
為
の
御
殿
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
考
へ
ら
れ

る
。
此
宮
で
な
さ
れ
る
復
活
の
行
事
が
、
何
時
の
間
に
か
、
悠
紀
・

主
基
の
両
殿
の
方
へ
も
移
つ
て
行
つ
て
、
幾
度
も
此
復
活
の
式
を
な

さ
る
様
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

と
無
理
な
説
明
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
で
、
天
の
羽
衣
を
「
天
を
飛
行
で
き
る
衣
の
意
で
あ
り
」
と
す
る

西
郷
信
綱
は
、「
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
と
空
を
自
在
に
飛
行
で
き
る
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
」
と
し
て
、

　
　

�

脱
ぎ
す
て
よ
う
と
、
脱
ぎ
す
て
ま
い
と
、
小
忌
の
湯
に
お
い
て
一
た

び
こ
れ
を
身
に
着
け
る
こ
と
に
よ
り
彼
は
今
や
天
界
の
人
と
な
っ
た

の
で
あ
る（
11
（

。

と
述
べ
、
天
の
羽
衣
を
着
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
皇
は
象
徴
的
に
天
界
へ
と

飛
行
す
る
と
す
る
。
だ
が
天
皇
が
実
際
に
飛
行
す
る
は
ず
は
な
い
か
ら
、

「
大
嘗
祭
は
地
上
で
の
祭
で
は
な
く
、
高
天
の
原
の
行
事
で
あ
っ
た
」
と

し
て
、
大
嘗
祭
＝
高
天
の
原
説
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
も
し
羽

衣
が
本
来
的
に
飛
翔
機
能
を
有
す
る
の
な
ら
、
か
ぐ
や
姫
に
「
飛
ぶ
車
」

は
必
要
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、「
天
界
の
人
に
な
る
」
と
い
う
な
ら
、
む

し
ろ
羽
衣
に
変
身
機
能
を
認
め
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
西
郷
に
よ
れ
ば
、
天
界
の
人
と
な
っ
た
天
皇
は
「
直
ち

に
天
照
大
神
と
共
食
共
床
の
関
係
に
」
入
り
、「
祖
神
と
共
食
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
瑞
穂
の
国
の
君
主
と
し
て
の
豊
饒
呪
力
を
身
に
つ
け
」、
神

座
に
臥
す
こ
と
で
「
天
照
大
神
じ
き
じ
き
の
子
と
な
り
、
つ
ま
り
は
日
本

国
の
支
配
力
を
持
つ
君
主
と
し
て
再
誕
し
た
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

四
、
豊
受
神

　

折
口
信
夫
も
西
郷
信
綱
も
天
の
羽
衣
に
よ
る
変
身
を
主
張
す
る
点
は
同

じ
だ
が
、
着
脱
に
関
し
て
正
反
対
の
立
場
に
立
つ
。
垂
仁
天
皇
の
后
サ
ホ

ヒ
メ
と
の
関
連
か
ら
脱
ぐ
こ
と
に
執
着
す
る
折
口
だ
が
、『
江
記
』
な
ど

の
資
料
が
「
御
帷
を
槽
中
に
於
い
て
脱
ぎ
捨
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
確
か
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に
天
皇
は
湯
船
の
中
で
天
の
羽
衣
を
脱
ぐ
。
だ
が
同
時
に
「
他
の
御
帷
を

着
て
拭
ひ
御
す
」
と
あ
り
、
こ
の
「
他
の
帷
子
」
に
つ
い
て
『
兵
範
記
』

は
「
先
づ
是
に
内
蔵
寮
天
の
羽
衣
二
領
を
供
す
。
一
領
は
着き

御お
は

し
て
御
湯

船
に
入
ら
し
め
、一
領
は
上
が
ら
し
め
給
ふ
の
時
着
御
す（
11
（

」と
説
明
す
る
。

つ
ま
り
濡
れ
た
状
態
の
ま
ま
上
が
れ
な
い
の
で
、
濡
れ
た
衣
は
脱
ぎ
、
も

う
一
枚
の
天
の
羽
衣
で
体
を
拭
い
た
上
で
、
そ
れ
を
着
て
湯
船
か
ら
出
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
見
方
を
変
え
る
と
、
沐
浴
中
は
ず
っ
と
天
の
羽
衣
を

着
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
方
で
「
脱
ぎ
す
て
よ
う
と
、
脱
ぎ
す
て
ま
い
と
」
と
随
分
と
乱
暴
な

物
言
い
を
す
る
西
郷
は
、
な
ぜ
天
の
羽
衣
を
着
て
沐
浴
し
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
は
何
も
言
及
し
て
い
な
い
。
天
界
の
人
に
な
っ
て
本
祭
に
臨
む
と

い
う
な
ら
、
む
し
ろ
沐
浴
の
後
に
身
に
着
け
る
「
御
斎
（
祭
）
服
」
こ
そ

が
天
の
羽
衣
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
折
口
も
西
郷
も
自
ら
が
主
張
す
る
「
真
床
襲
衾
」
の
秘

儀
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
に
、
沐
浴
の
実
態
を
十
分
に
踏
ま
え

て
い
な
い
と
と
も
に
、
沐
浴
及
び
秘
儀
を
二
度
繰
り
返
す
意
味
を
明
確
に

説
明
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
も
二
人
と
も
に
「
山
蔭
中
納
言
の

子
孫
」
が
沐
浴
に
供
奉
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

　

一
方
、
そ
の
こ
と
に
触
れ
る
保
立
道
久
は
、

　
　

�

天
皇
は
山
蔭
子
孫
た
ち
に
よ
っ
て
羽
衣
を
着
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
大
嘗
祭
や
毎
年
の
神
今
食
の
場
で
「
羽
化
登
仙
」
の
力
を

獲
得
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う（
11
（

。

と
す
る
も
の
の
、
天
皇
の
「
羽
化
登
仙
」
に
関
し
て
は
、
西
郷
の
説
と
同

じ
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
も
う
一
度
天
の
羽
衣
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。
変
身
の
機

能
を
持
つ
天
の
羽
衣
。
そ
れ
を
着
て
神
女
・
天
女
が
天
か
ら
地
上
へ
と
舞

い
降
り
、
脱
い
で
沐
浴
し
た
結
果
、
そ
の
ま
ま
地
上
の
人
と
な
る
。
そ
れ

に
対
し
て
地
上
の
人
で
あ
る
天
皇
が
天
の
羽
衣
を
着
て
沐
浴
す
る
の
は
、

神
女
・
天
女
と
は
逆
の
行
為
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、神
女
・
天
女
に
な
っ

た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
天
女
の
中
に
奈

具
社
の
祭
神
豊
宇
加
能
売
（
豊
受
大
神
）
が
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

天
女
が
豊
宇
加
能
売
に
な
る
理
由
に
つ
い
て
は
か
つ
て
詳
し
く
論
じ
た（
11
（

の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
本
来
の
貴
種
流
離
・
異
人
歓
待

譚
は
、
対
立
者
か
ら
迫
害
を
受
け
た
貴
種
が
流
離
し
、
そ
の
流
離
先
で
異

人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
歓
待
さ
れ
た
結
果
、
神
と
し
て
の
力
を
獲
得

し
て
対
立
者
を
倒
す
、
と
い
う
形
を
と
る
。
と
こ
ろ
が
天
女
に
は
対
立
者

が
存
在
し
な
い
た
め
に
、
和
奈
佐
老お
き
な夫
・
老お
み
な婦
が
養
育
者
と
迫
害
者
を
兼
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ね
る
形
と
な
り
、
歓
待
と
流
離
が
逆
転
し
た
結
果
、
流
離
の
果
て
に
天
女

が
食
物
神
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
女
神
に
関
し
て
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』（
八
〇
四
年
成
立
）
は
、
次

の
よ
う
な
縁
起
を
伝
え
て
い
る（
1（
（

。雄
略
天
皇
の
夢
に
現
れ
た
天
照
大
神
が
、

　
　

�

吾
、
高
天
原
に
坐
し
て
見
し
、
ま
ぎ
賜
ひ
し
処
に
鎮
り
坐
し
ぬ
。
然

る
に
吾
一
所
の
み
坐
せ
ば
、
甚
だ
苦
し
。
加
え
て
以
て
大
御
饌
も
安

く
聞
こ
し
食
し
坐
さ
ず
。
故
に
丹
波
国
比
治
の
真
奈
井
に
坐
す
我
が

御
饌
都
神
、
止
由
気
太
神
を
我
が
許
に
欲
す
。

と
託
宣
し
、
目
覚
め
た
雄
略
天
皇
は
女
神
を
招
き
、
渡
会
の
山
田
の
原
に

宮
処
を
定
め
、「
是
を
以
て
御
饌
殿
造
り
奉
り
て
、
天
照
太
神
の
朝
の
大

御
饌
、
夕
の
大
御
饌
を
日
別
供タ
テ
マ
ツ
ル奉

（
ル
ビ
は
本
の
ま
ま
）」
と
す
る
。
つ
ま

り
天
女
を
天
照
大
神
の
御
饌
都
神
と
し
て
迎
え
、
外
宮
で
の
斎
仕
を
始
め

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
六
月
・
十
二
月
の
月
次
祭
、
及
び
神
嘗
祭
に
お
い

て
「
亥
の
時
に
始
ま
り
、
丑
の
時
に
至
る
。
朝
の
大
御
饌
、
夕
の
大
御
饌

二
度
間
を
置
い
て
供
奉
。
此
を
由
貴
と
号
す
」
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
伊
勢
神
宮
で
行
わ
れ
る
三
節
（
時
）
祭
、
す
な
わ
ち
月
次
祭
と
神

嘗
祭
と
、
宮
廷
祭
祀
で
あ
る
神
今
食
と
新
嘗
祭
と
を
詳
細
に
比
較
し
た
小

松
馨
は
、

　
　

�

神
今
食
・
新
嘗
祭
と
神
宮
三
節
祭
は
対
応
関
係
に
あ
り
、
祭
儀
構
造

も
ほ
ぼ
符
号
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
祭
祀
の
性
格
や
意
義
・
目
的
も

同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る（
11
（

。

と
結
論
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
大
嘗
祭
の
悠
紀
殿
に
つ
い
て
も
、
岡
田
莊

司
が
、

　
　

�

悠
紀
（
斎
忌
）
は
伊
勢
神
宮
の
由
貴
大
御
饌
供
進
の
「
由
貴
」
に
通

じ
、
二
度
に
わ
た
る
供
膳
の
儀
は
、
夕
御
膳
と
朝
御
膳
を
差
し
上
げ

る
こ
と
に
相
応
し
て
い
る（
11
（

。

と
す
る
。
つ
ま
り
神
今
食
・
新
嘗
祭
・
大
嘗
祭
に
お
け
る
天
照
大
神
へ
の

天
皇
の
親
供
は
、
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
豊
受
大
神
の
朝
・
夕
の
由
貴
大
御

饌
供
進
に
相
当
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
供
に
先

立
つ
沐
浴
も
厳
重
な
る
浄
化
や
潔
斎
の
た
め
で
は
な
い
。「
吾
一
所
の
み

坐
せ
ば
、
甚
だ
苦
し
」
き
天
照
大
神
が
「
大
御
饌
も
安
く
聞
こ
し
食
」
す

た
め
に
は
豊
受
大
神
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
天
皇
が
豊
受
大
神
へ

と
身
を
変
え
た
、
あ
る
い
は
そ
の
神
格
を
持
つ
必
要
が
あ
っ
た
と
み
る
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
伊
勢
神
宮
で
の
朝
・
夕
の
由
貴
大
御
饌
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供
進
に
対
応
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
悠
紀
殿
・
主
基
殿
で
の
親
供
に
先
立

ち
同
じ
沐
浴
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
こ
の
よ
う
に
沐
浴
を
捉
え
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
祭
神
は
天
照

大
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
換
言
す
る
と
、
平
安
時
代
中
期
に
お

い
て
祭
神
が
天
照
大
神
と
確
信
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
沐
浴
の
形

式
が
新
た
に
確
立
し
、
そ
こ
に
山
蔭
の
子
孫
が
立
ち
会
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
で
は
な
ぜ
彼
ら
が
関
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
節
を
変
え
て
検
討

し
て
み
た
い
。

　
　
　

五
、
亀
報
恩
譚

　

山
蔭
に
つ
い
て
近
世
の
料
理
書
『
江
戸
流
行
料
理
通
大
全
（
初
編
）』
は
、

奇
妙
な
逸
話
を
伝
え
て
い
る
。

　
　

�

日
本
の
料
理
庖
丁
の
発
り
の
事
―
―
山
蔭
中
納
言
、
四
條
藤
原
の
政

朝
卿
は
、
日
本
料
理
幷
庖
丁
の
祖
也
。
何
れ
の
慶
賀
に
も
鯉
魚
を
職

掌
す
る
事
を
第
一
と
祝
ひ
給
ふ
。
凡
魚
と
し
て
飛
龍
と
成
る
に
よ
り

て
、
高
貴
の
祭
と
す
る
事
、
鯉
に
か
ぎ
る
也
。
も
と
よ
り
鯉
は
中
通

り
の
鱗
、
大
小
に
か
ぎ
ら
ず
三
十
六
枚
を
具
足
せ
り
。
是
を
工
夫
し

給
ひ
、
鯉
に
三
十
六
枚
の
庖
丁
を
作
り
給
ふ
、
彼
卿
の
清
光
を
尊
み

て
、
世
に
四
條
流
と
号
す
と
也（
11
（

。

　

す
な
わ
ち
山
蔭
を
四
條
流
庖
丁
道
の
祖
と
し
、
実
際
に
四
條
流
で
は
光

孝
天
皇
の
勅
命
を
受
け
、
山
蔭
が
新
た
に
庖
丁
式
を
定
め
た
、
と
す
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
吉
田
神
社
で
も
新
た
に
山
蔭
神
社
を
設
け
て
、
彼
を
料

理
人
の
祖
と
し
て
祀
っ
て
い
る
。
し
か
し
歴
史
資
料
に
そ
の
事
実
は
確
認

で
き
ず
、
ま
た
「
四
條
藤
原
の
政
朝
」
と
い
う
名
も
全
く
の
架
空
の
名
前

で
あ
る（
11
（

の
で
、こ
の
伝
承
自
体
真
偽
が
疑
わ
し
い
。だ
が
星
田
公
一
は「
そ

の
経
歴
か
ら
し
て
全
く
根
拠
の
な
い
こ
と
と
も
言
え
な
い（
11
（

」
と
し
て
、
こ

の
後
述
べ
る
亀
報
恩
譚
と
の
関
連
を
み
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

も
し
本
当
に
山
蔭
が
食
物
や
料
理
に
精
通
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、

彼
の
子
孫
が
食
物
神
で
あ
る
豊
受
大
神
の
誕
生
に
関
わ
っ
た
理
由
も
、
そ

れ
に
尽
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
山
蔭
と
料
理
の
繋
が
り
を
史
料
に

確
認
で
き
な
い
以
上
、
そ
の
可
能
性
を
残
し
つ
つ
も
、
御
饌
都
神
誕
生
に

関
わ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
伝
説
が
生
ま
れ
、「
秘
事
口
伝
」（『
代
始
和
抄
』）

さ
れ
た
と
考
え
た
い
。
そ
こ
で
も
う
一
つ
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
山
蔭
に

ま
つ
わ
る
著
名
な
亀
報
恩
譚
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　

こ
の
報
恩
譚
は
様
々
な
作
品
で
言
及
さ
れ
て
い
て
、
大
き
く
二
タ
イ
プ

に
分
類
で
き
る
。
山
蔭
自
身
が
亀
を
助
け
て
、
そ
の
報
恩
と
し
て
息
子
如

無
僧
都
が
救
わ
れ
る
話
（
便
宜
上
如
無
命
名
譚
と
呼
称
す
る
）
は
、『
今
昔
物
語
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集
』・『
十
訓
抄
』・『
宝
物
集
』・『
沙
石
集
』
な
ど
が
伝
え
、
山
蔭
中
納
言

の
父
高
房
が
亀
を
助
け
て
、
そ
の
報
恩
と
し
て
息
子
山
蔭
が
救
わ
れ
る
話

（
便
宜
上
観
音
造
立
譚
と
呼
称
す
る
）
は
『
三
国
伝
記
』・『
長
谷
寺
観
音
験
記
』

な
ど
が
伝
え
て
い
る
。

　

先
ず
如
無
命
名
譚
の
あ
ら
す
じ
を
、
最
も
詳
細
な
『
今
昔
物
語
集
』
を

も
と
に
確
認
し
て
お
こ
う（
11
（

。

　

山
蔭
は
継
母
を
信
頼
し
て
息
子
の
世
話
を
任
せ
て
い
た
が
、
太
宰
の
帥

と
し
て
船
で
下
る
際
、
鐘
の
岬
辺
り
で
継
母
が
「
尿ゆ
ば
り

ヲ
遣
ル
様
ニ
テ
」

そ
の
子
を
海
に
取
り
落
と
す
。
一
晩
中
探
し
求
め
た
翌
朝
、「
大
笠
許
ナ

ル
亀
ノ
甲
ノ
上
」
に
乗
る
子
供
を
発
見
し
大
喜
び
の
中
、
再
び
航
海
し
て

い
る
時
、
山
蔭
の
夢
に
大
き
な
亀
が
現
れ
、
か
つ
て
鵜
飼
の
た
め
に
釣
り

上
げ
ら
れ
て
い
た
の
を
助
け
ら
れ
「
恩
ヲ
報
ジ
申
サ
ム
」
と
願
っ
て
い
た

こ
と
と
、
継
母
の
悪
巧
み
を
教
え
る
。
そ
の
教
え
に
従
い
息
子
を
継
母
か

ら
離
し
て
育
て
、
任
が
終
わ
り
帰
京
す
る
と
、
息
子
が
一
旦
「
無
キ
ガ
如

シ
」
で
あ
っ
た
た
め
に
、
如
無
と
名
付
け
法
師
に
し
た
と
い
う
、
継
子
虐

め
・
亀
報
恩
・
命
名
由
来
の
話
型
が
ミ
ッ
ク
ス
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
。

　

続
い
て
観
音
造
立
譚
を
『
長
谷
寺
観
音
験
記
』
に
よ
り
確
認
す
る（
11
（

と
、

山
蔭
の
父
高
房
が
山
蔭
を
連
れ
鎮
西
へ
と
下
る
途
中
、
鵜
飼
か
ら
亀
を
買

い
取
り
海
に
放
す
。
そ
の
翌
朝
継
母
と
共
謀
し
た
乳
母
が
山
蔭
を
海
に
落

と
す
。
そ
こ
で
高
房
が
観
音
に
「
再
ビ
我
子
ヲ
ミ
セ
給
バ
、
速
ニ
千
手
観

音
ノ
像
ヲ
造
奉
ラ
ン
」
と
祈
念
し
た
結
果
、
昨
日
助
け
た
亀
に
山
蔭
は
救

わ
れ
る
。
だ
が
高
房
は
観
音
造
立
の
願
い
を
遂
げ
な
い
ま
ま
亡
く
な
っ
た

た
め
に
、
山
蔭
が
遣
唐
使
大
神
御
井
に
頼
ん
で
栴
檀
の
香
木
を
購
入
さ
せ

る
も
、
唐
帝
の
横
や
り
が
入
っ
た
た
め
、
仕
方
な
く
御
井
は
香
木
に
銘
を

刻
ん
で
海
に
流
す
。
播
磨
守
と
な
っ
た
山
蔭
が
明
石
の
浦
で
偶
然
に
も
そ

れ
を
手
に
入
れ
、
帰
朝
し
た
御
井
か
ら
事
情
を
聞
く
。
そ
し
て
長
谷
寺
に

参
籠
し
て
、
最
初
に
出
会
っ
た
者
を
観
音
像
の
仏
師
に
せ
よ
と
の
夢
告
を

受
け
た
後
、
賤
形
の
童
子
に
出
会
い
、
仏
師
と
す
る
。
そ
の
童
子
が
仏
所

に
籠
り
一
千
日
か
け
て
観
音
像
を
拵
え
、
そ
の
間
山
蔭
も
一
千
食
を
供
す

る（
11
（

。
観
音
像
の
完
成
と
と
も
に
童
子
が
長
谷
観
音
の
化
身
だ
っ
た
と
わ
か

る
。
そ
し
て
山
蔭
の
死
後
に
子
供
達
が
、
京
へ
の
運
搬
中
に
香
木
が
動
か

な
く
な
っ
た
摂
津
の
地
に
総
持
寺
を
建
立
し
観
音
像
を
収
め
、
童
子
が

籠
っ
た
吉
田
神
社
内
の
仏
所
を
今
長
谷
寺
と
呼
ん
だ
と
い
う
、
如
無
命
名

譚
と
は
大
き
く
異
な
り
、
観
音
造
立
を
メ
イ
ン
に
、
非
現
実
的
な
話
型
を

羅
列
し
た
形
の
総
持
寺
の
縁
起
譚
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
二
話
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
星
田
公
一
は
、

　
　

�

山
蔭
の
七
男
で
あ
る
如
無
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
、
既
に
存
在
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
初
期
の
『
総
持
寺
縁
起
』
と
を
『
今
昔
』
の
編
者
が
結

び
つ
け
改
作
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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と
し
、
高
房
―
山
蔭
父
子
を
原
型
と
し
、
そ
れ
が
如
無
へ
と
改
作
さ
れ
た

と
す
る（
11
（

。

　

一
方
池
上
恂
一
は
、

　
　

�

こ
の
説
話
の
話
型
は
如
無
の
名
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
ら
し
く
、

如
無
が
登
場
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
こ
の
話
型
で
語
る
必
要
も
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。

と
し
て
、
如
無
―
山
蔭
を
原
型
と
し
、
観
音
造
立
譚
は
総
持
寺
建
立
の
経

緯
を
知
っ
た
「
人
間
に
よ
っ
て
、
先
行
説
話
に
修
正
が
加
え
ら
れ
た
結
果
」

と
述
べ
て
い
る（
1（
（

。

　

両
者
に
こ
の
よ
う
な
相
違
が
生
じ
て
い
る
の
は
、
こ
の
二
話
が
ど
ち
ら

も
不
完
全
な
展
開
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
特
に
際
立
つ
の
が
、
観

音
造
立
譚
に
お
け
る
亀
報
恩
譚
の
存
在
で
あ
る
。『
今
昔
物
語
集
』
で
は

詳
述
さ
れ
て
い
た
継
母
は
、「
乳
母
継
母
ノ
語
ラ
ヰ
ヲ
受
テ
」
と
登
場
す

る
だ
け
で
、
し
か
も
高
房
は
観
音
に
息
子
の
無
事
を
祈
願
す
る
た
め
、
亀

報
恩
そ
の
も
の
が
全
く
機
能
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
こ
こ
に

亀
報
恩
を
挿
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、「
山
蔭
と
切
り
離
せ

な
い
伝
承
が
存
在
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
」と
星
田
が
言
う
よ
う
に
、

高
房
―
―
山
蔭
に
せ
よ
、
山
蔭
―
―
如
無
に
せ
よ
、
亀
報
恩
譚
が
山
蔭
と

密
接
に
結
び
つ
い
て
観
音
造
立
譚
よ
り
も
先
に
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
を
示
す
の
が
、『
朝
野
群
載
』
所
載
の
「
総
持
寺
鐘
銘
」
の
存
在

で
あ
る（
11
（

。
こ
れ
は
山
蔭
の
次
男
公
利
が
延
喜
十
二
（
九
一
二
）
年
に
総
持

寺
に
鐘
を
寄
進
す
る
に
あ
た
っ
て
、山
蔭
が
父
高
房
の
遺
志
を
受
け
継
ぎ
、

観
音
像
を
造
っ
た
経
緯
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
山
陰
に
最
も
近
い
立
場

か
ら
の
発
言
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
亀
報
恩
に
は
一
切
触
れ
て
い
な

い
。
も
し
生
前
の
父
山
蔭
に
亀
報
恩
譚
が
付
随
し
て
い
て
、
そ
れ
が
総
持

寺
創
建
に
関
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、当
然
そ
れ
に
触
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
亀
報
恩
譚
は
総
持
寺
創
建
と
は
無
縁
の
も
の
と
し
て
存
在
し

た
可
能
性
が
高
く
、
両
者
は
さ
ら
に
時
代
が
下
っ
た
孫
の
世
代
以
降
に
結

び
つ
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
山
蔭
は
亀
報
恩
譚

の
主
人
公
と
し
て
世
に
認
識
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
彼
の
子
孫
を
天
皇
沐

浴
へ
の
供
奉
へ
と
導
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

亀
と
い
う
生
き
物
は
、
海
神
の
娘
豊
玉
姫
が
「
自
ら
大
亀
に
馭の

り
、
女

弟
玉
依
姫
を
将
ゐ
、
海
を
光て
ら

し
来き

た到
る（
11
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
水
の
神
の
眷

属
と
し
て
登
場
す
る
と
と
も
に
、「
大
亀
河
の
中
に
出
づ
。
天
皇
、
矛
を

挙
げ
て
亀
を
刺
し
た
ま
ふ
に
、
忽
に
石
に
化
為な

る（
11
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
亀

自
ら
も
霊
的
な
生
き
物
と
し
て
現
れ
る
。
し
た
が
っ
て
亀
の
放
生
・
報
恩
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も
水
の
神
の
眷
属
で
あ
る
亀
の
霊
性
の
発
現
と
言
え
よ
う
。
そ
の
霊
性
に

関
し
て
、『
今
昔
物
語
集
』
は
「
仏
菩
薩
ノ
化
身
ナ
ド
ニ
テ
有
ケ
ル
ニ
ヤ
」

と
し
て
仏
教
的
に
意
味
づ
け
て
い
る
。
だ
が
、
順
徳
天
皇
が
神
今
食
・
新

嘗
祭
に
お
い
て
「
僧
尼
重
軽
服
幷
仏
経
之
を
憚
る（
11
（

」（『
禁
秘
抄
』
神
事
次
第
）

と
訓
戒
す
る
よ
う
に
、
も
し
山
蔭
の
亀
報
恩
が
仏
教
的
意
味
合
い
の
強
い

も
の
だ
と
す
る
と
、
山
蔭
の
子
孫
の
沐
浴
供
奉
は
こ
の
禁
止
事
項
に
抵
触

す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
亀
報
恩
譚
が
本
来
総
持
寺
創
建
と
は
無

縁
で
あ
っ
た
よ
う
に
、当
時
の
人
々
は
亀
報
恩
譚
に
神
道
的
な
意
味
合
い
、

す
な
わ
ち
自
ら
の
眷
属
が
救
わ
れ
た
返
礼
に
水
の
神
の
加
護
を
受
け
た
、

と
い
っ
た
意
味
合
い
を
読
み
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
、天
皇
は
天
の
羽
衣
を
着
て
豊
受
大
神
へ
と
変
身
す
る
の
だ
が
、

そ
の
食
物
・
穀
物
の
神
に
最
も
必
要
な
の
は
水
の
神
の
力
で
あ
り
、
そ
の

た
め
水
の
神
の
加
護
を
受
け
た
山
蔭
の
説
話
を
反
映
し
て
、
彼
の
子
孫
が

沐
浴
に
与
り
、
天
皇
の
「
御
背
を
三
度
摩
で
」
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

背
中
を
撫
で
る
と
い
う
行
為
の
例
と
し
て
、
壬
申
の
乱
に
お
い
て
高
市

皇
子
が
、「
臣
高
市
、
神
あ
ま
つ
か
み

祇
く
に
つ
か
み

の

霊
み
た
ま
の
ふ
ゆ

に
頼よ

り
、
天
皇
の
命
を
請
け
、

諸
将
を
引
率
て
征
討う

た
む
」
と
天
武
天
皇
に
奏
上
し
た
時
、
天
皇
は
誉
め

て
「
手
を
携と

り
背
を
撫
で
て
」
油
断
す
る
な
と
激
励
し
て
い
る
。
こ
の
後

行
宮
に
お
い
て
天
武
天
皇
は
雷
雨
に
遭
遇
し
、「
天
神
地
祇
、
朕
を
扶
け

た
ま
は
ば
、
雷
な
り
雨
ふ
る
こ
と
息
め
む（
11
（

」
と
訴
え
、
雷
雨
を
終
わ
ら
せ

て
い
て
、
そ
れ
は
天
武
天
皇
が
「
神
祇
の
霊
」
に
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
高
市
皇
子
の
背
を
撫
で
る
行
為
も
単
な

る
激
励
で
は
な
く
、
自
ら
の
霊
力
を
分
け
与
え
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
し
て
三
度
撫
で
る
こ
と
の
意
味
は
明
確
に
は
し
が
た
い
が
、
昔
話
に

お
け
る
三
度
の
繰
り
返
し
は
、
た
と
え
ば
貧
乏
か
ら
富
裕
へ
と
い
っ
た
、

立
場
・
境
遇
の
逆
転
を
生
み
出
す
基
本
構
造
を
形
成
す
る
。「
鬼
に
瘤
取

ら
る
る
事
」（『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
３
話
）
で
言
え
ば
、
鬼
・
翁
・
隣
の
翁
と

三
度
繰
り
返
さ
れ
る
舞
を
通
し
て
、
瘤
を
持
つ
翁
か
ら
瘤
の
な
い
翁
へ
と

変
身
す
る
の
で
あ
る（
11
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
山
陰
の
子
孫
が
天
の
羽
衣
を
着
た
天
皇
の
背
中
を
三
度

撫
で
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
か
ら
豊
受
神
へ
と
変
身
し
た
天
皇
に
水
の
神

の
霊
力
を
付
与
し
、
天
照
大
神
の
御
饌
都
神
に
な
る
こ
と
を
支
え
た
の
で

は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

六
、
終
わ
り
に

　
『
代
初
和
抄
』
が
大
嘗
祭
に
つ
い
て
「
秘
事
口
伝
さ
ま
〴
〵
な
れ
ば
、

た
や
す
く
書
き
載
す
る
事
あ
た
は
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
大
嘗
祭
は
不
明

な
事
柄
に
満
ち
て
い
て
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。
今
回
論
じ
た
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沐
浴
に
関
し
て
も
明
確
に
説
明
し
て
い
る
史
料
は
な
く
、
全
く
の
推
測
に

過
ぎ
な
い
。
だ
が
も
し
少
し
で
も
妥
当
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
亀
報
恩
と

い
う
説
話
（
＝
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
が
、
天
皇
の
即
位
儀
礼
と
い
う
厳
粛
な
現

実
に
深
く
絡
ま
り
、
組
み
込
ま
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
一
つ
の

話
、
そ
の
全
く
の
無
力
な
存
在
が
伝
統
と
規
範
に
満
ち
た
現
実
に
影
響
を

及
ぼ
し
、
現
実
そ
の
も
の
を
変
え
て
い
く
。
そ
の
在
り
様
に
説
話
と
い
う

文
学
が
持
つ
力
を
如
実
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
現

実
か
ら
新
た
な
説
話
―
―
山
蔭
が
料
理
人
の
祖
と
い
う
説
話
が
生
ま
れ
、

現
在
ま
で
根
強
く
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
山
蔭
は
料
理
人
の
祖
と
い

う
だ
け
で
な
く
、「
今
様
中
興
の
祖
」
で
も
あ
り（
11
（

、
さ
ら
に
は
上
総
の
国

に
流
さ
れ
た
際
源
頼
朝
の
た
め
に
戦
い
「
奥
州
伊
達
氏
の
祖
」
で
も
あ
る（
11
（

と
い
う
。
し
か
も
山
蔭
は
説
話
だ
け
で
な
く
、
散
逸
物
語
『
山
蔭
中
納
言
』

や
御
伽
草
子
『
鉢
か
づ
き
』
の
成
立
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
『
永
和
度
大
嘗
會
記
』
が
「
六
位
は
山
蔭
流
を
も
ち
ゐ
ら
れ
侍
る
事
な

れ
ど
も
、
其
の
子
孫
な
き
に
よ
り
て
、
こ
の
度
は
た
ゞ
の
六
位
つ
と
め
侍

る
。
無
念
の
事
也（
11
（

」
と
吐
露
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
子
孫
は
衰
退
・
断

絶
し
て
し
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
に
ま
つ
わ
る
伝
説
や
物
語
が

次
々
と
生
み
出
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
山
蔭
説
話
圏
と
で
も

呼
ぶ
べ
き
こ
の
現
象
に
つ
い
て
、
今
回
解
明
で
き
な
か
っ
た
山
蔭
が
亀
と

強
く
結
び
つ
い
た
理
由
と
と
も
に
、
今
後
さ
ら
に
追
究
し
て
い
き
た
い
。

【
註
】

（
（
）�「
醜
女
・
産
女
・
橋
姫
の
考
察
」（「
國
學
院
雜
誌
」
１
１
６
巻
２
号　

二
〇
一
五

年
二
月
）

（
（
）�『
江
家
次
第
』
巻
第
十
五
「
践
祚
下
大
嘗
會
卯
日
」。
本
文
は
神
道
大
系
『
朝
儀
祭

祀
編
四�（
精
興
社　

一
九
九
一
年
三
月
）
に
よ
る
。
尚
、「
や
ま
か
げ
」
の
表
記
「
山

蔭
・
山
陰
・
山
影
」
は
、「
山
蔭
」
に
統
一
す
る
。

（
（
）�

本
文
は
『
続
々
群
書
類
従
』
第
六
輯
『
江
次
第
抄
』
に
よ
り
書
き
下
し
、
ル
ビ
・

波
線
は
私
に
付
す
。
以
下
の
漢
文
資
料
も
同
じ
で
あ
る
。

（
（
）�

本
文
は
『
群
書
類
従
』
第
六
輯
に
よ
る
。

（
5
）�『
大
鏡
』「
道
長
（
藤
原
氏
物
語
）」。
本
文
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

（
一
九
九
六
年
十
月
）
に
よ
る
。

（
（
）�

保
立
道
久
は
「
山
蔭
流
藤
原
氏
は
、
い
わ
ば
『
国
母
＝
日
本
の
母
の
母
』
の
家
柄
、

グ
レ
ー
ト
マ
ザ
ー
の
家
柄
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」（
講
談
社
学
術
文
庫
『
物
語
の

中
世
』
第
十
章
「
秘
面
の
女
と
『
鉢
か
づ
き
』
の
テ
ー
マ
」
二
〇
一
三
年
十
月
）

　

と
し
て
い
る
。

（
7
）�『
中
右
記
』
寛
治
元
年
十
一
月
十
九
日
の
条
。
本
文
は
増
補
史
料
大
成
（
臨
川
書

店　

一
九
六
五
年
九
月
）
に
よ
る
。

（
8
）�

本
文
は
『
群
書
類
従
』
第
二
十
六
輯
に
よ
り
、
以
後
の
引
用
も
同
じ
で
あ
る
。

（
9
）�「
大
嘗
祭
の
本
義
」」（『
折
口
信
夫
全
集
』３　

中
央
公
論
社　

一
九
九
五
年
四
月
）

（
（0
）�『
政
治
要
略
』
巻
二
十
六　

年
中
行
事
十
一
月
二
（
新
嘗
祭
）。
本
文
は
新
訂
増
補

國
史
大
系
（
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
九
年
六
月
新
装
版
）
に
よ
る

（
（（
）�「
神
宮
祭
祀
と
天
皇
祭
祀
―
―
神
宮
三
節
祭
由
貴
大
御
饌
神
事
と
神
今
食
・
新
嘗

祭
の
祭
祀
構
造
―
―
」（「
國
學
院
雜
誌
」
9（
巻
７
号　

一
九
九
〇
年
七
月
）�
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（
（（
）�「
大
嘗
祭
―
―
〝
真
床
覆
衾
〟
論
と
寝
座
の
意
味
―
―
」（「「
國
學
院
雜
誌
」
9（
巻

７
号　

一
九
八
九
年
十
二
月
）。
後
に
『
大
嘗
の
祭
り
』（
学
生
社　

一
九
九
〇
年

十
月
）
に
再
録
。

（
（（
）�「
大
嘗
祭
・
神
今
食
の
祭
神
」（「
教
科
教
育
研
究
」
（7
号　

一
九
九
一
年
七
月
）

（
（（
）�

本
文
は
木
本
好
信
編
『
江
記
逸
文
集
成
』（
国
書
刊
行
会　

一
九
八
五
年
五
月
）

に
よ
り
、
便
宜
上
割
注
は
省
略
し
た
。

（
（5
）�

西
郷
信
綱
は
天
の
羽
衣
に
つ
い
て
、「
古
い
も
の
の
よ
う
な
気
が
す
る
一
方
、
こ

と
ば
と
し
て
は
平
安
朝
の
匂
い
が
感
じ
ら
れ
な
く
も
な
い
」
と
す
る
（「
大
嘗
祭

の
構
造
（
上
）
―
―
日
本
古
代
王
権
の
研
究
（
一
）（「
文
学
」
（（
巻　

一
九
六
五

年
十
二
月
）。
後
に
『
古
事
記
研
究
』
未
来
社　

一
九
七
三
年
七
月
）
に
再
録
。

そ
れ
を
受
け
て
高
取
正
男
も「
貴
族
た
ち
が
大
嘗
祭
の
儀
式
次
第
な
ど
に
つ
い
て
、

有
職
の
観
点
か
ら
い
ろ
い
ろ
記
述
し
は
じ
め
た
時
期
」
と
隔
た
ら
な
い
頃
か
ら
の

呼
称
と
す
る
（『
神
道
の
成
立
』　

平
凡
社　

一
九
九
三
年
六
月
）。

（
（（
）�

前
註
、
高
取
正
男
文
献
。

（
（7
）�

平
安
時
代
中
期
ま
で
の
用
例
を
挙
げ
て
お
く
。

　
　
　

�「
こ
れ
や
こ
の
天
の
羽
衣
む
べ
し
こ
そ
君
が
み
け
し
と
た
て
ま
つ
り
け
れ
」（『
伊

勢
物
語
』
十
六
段
）

　
　
　

�「
ぬ
れ
衣
に
天
の
羽
衣
む
す
び
け
り
か
つ
は
藻
塩
の
火
を
し
消
た
ね
ば
」（『
蜻
蛉

日
記
』
巻
末
歌
集
）

　
　
　

�「
ほ
こ
ろ
び
て
別
る
る
雁
の
ふ
る
さ
と
は
今
は
縫
ふ
ら
む
天
の
羽
衣
」（『
う
つ
ほ

物
語
』「
あ
て
宮
」）

（
（8
）�

本
文
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
一
九
九
四
年
十
二
月
）
に
よ
る
。

（
（9
）�『
帝
王
編
年
記
』
巻
十
養
老
七
年
の
条
。
本
文
は
新
訂
増
補
國
史
大
系
（
吉
川
弘

文
館　

一
九
九
九
年
八
月
新
装
版
）
に
よ
る
。

（
（0
）�

本
文
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集『
風
土
記
』逸
文（
参
考
）「
神
女
羽
衣
」

（
一
九
九
七
年
十
月
）
に
よ
る
。

（
（（
）�

本
文
は
前
註
『
風
土
記
』
逸
文
（
丹
後
の
国
）「
比
治
の
真
奈
井　

奈
具
の
社
」

に
よ
る
。

（
（（
）�

本
文
は
『
群
書
類
従
』
第
六
輯
に
よ
る
。

（
（（
）�『
瀬
見
の
小
川
』
二
之
巻
「
天
之
羽
衣
天
之
裳
」（『
伴
信
友
全
集
』
巻
二
所
収
。

国
書
刊
行
会　

一
九
七
七
年
八
月
）。　

（
（（
）�「
水
の
女
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
２　

中
央
公
論
社　

一
九
九
五
年
三
月
）。

（
（5
）�

註
（
９
）
に
同
じ
。

（
（（
）�『
天
皇
の
宮
中
祭
祀
と
日
本
人
』（
日
本
文
芸
社　

二
〇
一
〇
年
一
月
）。

（
（7
）�

註
（
（5
）、
西
郷
信
綱
文
献
。

（
（8
）�『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
十
一
月
二
十
二
日
の
条
。
本
文
は
増
補
史
料
大
成
（
臨
川

書
店　

一
九
六
五
年
九
月
）
に
よ
る
。

（
（9
）�

註
（
６
）
に
同
じ
。

（
（0
）�「
文
学
の
発
生
と
貴
種
流
離
譚
」（「
國
學
院
大
學
紀
要
」
（（
巻　

二
〇
〇
五
年
二

月
）

（
（（
）�

本
文
は
『
群
書
類
従
』
第
一
輯
に
よ
る
。

（
（（
）�

註
（
（（
）
に
同
じ
。

（
（（
）�『
大
嘗
の
祭
り
』
序
章
（
学
生
社　

一
九
九
〇
年
）

（
（（
）�

本
文
は
『
古
事
類
苑
』
飲
食
部
四
料
理
篇
下
に
よ
る
。

（
（5
）�「
伊
達
氏
由
緒
と
藤
原
山
蔭
―
―
中
世
人
の
歴
史
認
識
―
―
」（「
日
本
歴
史
」
第

５
９
４
号　

一
九
九
七
年
十
一
月
）
に
よ
る
と
、
伊
達
氏
系
譜
や
山
蔭
に
関
わ
る

神
社
縁
起
に
は
、「
政
朝
・
正
友
」
と
い
う
名
が
散
見
し
て
い
る
。

（
（（
）�「
山
蔭
中
納
言
説
話
の
成
立
―
―
『
長
谷
寺
観
音
験
記
』
の
場
合
―
―
」（「
同
志

社
国
文
学
」
第
十
一
号　

一
九
七
六
年
二
月
）

（
（7
）�

巻
第
十
九
「
亀
、
報
山
蔭
中
納
言
恩
語
」
第
二
十
九
。
本
文
は
小
学
館
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
（
二
〇
〇
〇
年
五
月
）
に
よ
る
。

（
（8
）�

下
巻
第
十
三
話
。
本
文
は
永
井
義
憲
校
訂
古
典
文
庫
第
七
十
二
冊
（
一
九
五
三
年

七
月
）
に
よ
る
。

（
（9
）�
星
田
は
註
（
（（
）
の
論
文
に
お
い
て
、
総
持
寺
で
は
こ
の
一
千
食
の
供
進
を
山
蔭
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が
料
理
の
祖
と
な
る
理
由
と
し
て
い
る
、
と
註
し
て
い
る
。　

（
（0
）�

註
（
（（
）
に
同
じ
。

（
（（
）�「
藤
原
山
蔭
説
話
の
構
造
と
伝
流
」（『
講
座
平
安
文
学
論
究
』
第
四
輯　

風
間
書

房　

一
九
八
七
年
六
月
）。

（
（（
）�

巻
第
一
「
文
筆
上
（
銘
）」。

（
（（
）�『
日
本
書
紀
』「
神
代
下
」。
本
文
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
一
九
九
四

年
四
月
）
に
よ
り
、
以
後
の
引
用
も
同
じ
で
あ
る
。

（
（（
）�『
日
本
書
紀
』「
垂
仁
天
皇
三
十
四
年
」。

（
（5
）�

本
文
は
群
書
類
従
第
二
十
六
輯
に
よ
る
。

（
（（
）�『
日
本
書
紀
』「
天
武
天
皇
上
（
元
年
六
月
）」。

（
（7
）�

こ
の
話
の
成
立
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
隣
の
翁
説
話
の
考
察
」（『
説
話
文
学
の
方

法
』
新
典
社　

二
〇
一
四
年
二
月
）
で
述
べ
た
。

（
（8
）�

菅
野
扶
美
「
山
陰
中
納
言
ノ
ー
ト
」（「
梁
塵　

研
究
と
資
料
」
第
一
号　

一
九
八
三
年
十
二
月
）
参
照
。

（
（9
）�

註
（
（5
）
参
照
。
ま
た
『
撰
集
抄
』
は
零
落
し
た
山
蔭
が
難
波
の
浦
の
女
に
子
供

を
設
け
る
話
（
巻
６
第
４
話
「
西
山
上
人
事
」
を
伝
え
て
い
る
。

（
50
）�

本
文
は
神
道
大
系
『
朝
儀
祭
祀
編
』
五�（
精
興
社　

一
九
八
五
年
十
月
）
に
よ
る
。


